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東海旅客鉄道株式会社 

 
 

東海道新幹線運転士の保護メガネ着用について 

 

 

当社では、新幹線運転士の前方確認時の視認性の向上及び疲労軽減による更なる安全性

の向上を図るため、東海道新幹線にて保護メガネ（偏光サングラス）を導入します。 

 

 

１．対象者 

 東海道新幹線運転士：約 850名 

  

２．保護メガネ着用による効果 

  信号機の現示の認識等、色覚に影響をおよぼさない偏光レンズを使用することで、 

 以下の効果があります。 

  ・直射日光及び積雪等の反射光による眩しさを軽減することによる前方の視認性向上 

  ・直射日光及び積雪等の反射光をカットすることによる運転時の疲労軽減 

 

３．使用開始時期 

 ２０２５年４月１日（火）以降、順次使用開始 

 

 

 

 

 

 

 

オーバーグラス   クリップオンサングラス  フリップアップサングラス 

 


